
咽頭異物 馬場耳鼻咽喉科医院　
馬場　正明　先生

　誤って飲み込んだ異物がのどに引っかかった状
態を咽頭異物と言います。原因のほとんどが魚の
骨です。引っかかった場合、のどの痛みや違和感が
生じます。魚の骨は、うなぎやイワシ、アジなどの小
骨が多いですが、タイのような大きめの骨が引っか
かることもあります。魚骨の多くが口蓋扁桃（いわ
ゆる扁桃腺）に刺さりますが、舌の付け根や食道の
入り口に刺さることもあります。
　みなさんは魚の骨が刺さったらどうされます
か？多くの方は、ご飯を飲み込んだり、ピンセット
で取ろうと試すこともあると思います。しかし、ご

飯を飲み込むと粘膜の中に骨が入り込み取れなく
なったり、自分で取ろうとすると粘膜に傷ができる
ことがあり危険です。菌が入ってのどが腫れたり、
膿がたまったりして、重篤な感染症を引き起こし、
入院治療や手術になることもあります。治療方法
として、口蓋扁桃に刺さっている場合は、ピンセッ
トで取り出します。舌の付け根や食道の入り口に刺
さっている場合は鼻から内視鏡を入れて小さい器
具で摘出します。症状が続く場合、飲食をしないで
早めに耳鼻咽喉科を受診しましょう。

こう がい へん とう

あなたの撮影写真を「広報ながよ」に載せよう！

　町内で活動するデオグラス長崎フットボールクラブです。
　バーモンドカップ西彼予選（フットサル）を連覇し、6月1日
2日に島原復興アリーナで開催される県大会へ出場します。
　当クラブ初の大会連覇、子供たちは様々な重圧を跳ねの
け、予選を圧倒的な力で勝ち上がり無傷で優勝、県大会の
出場権を獲得しました。

代表　山内　光二　☎080-5266-7330

秘書広報課　☎801-5780　hisho@nagayo.jp　〒851-2185　嬉里郷659-1
町民の皆さまが撮影した写真を通じて、まちの様子を紹介させていただくため、投稿記事を募集しています！
下記のどちらかで記事を投稿
①LINEで投稿（長与町公式LINEの友達登録が必要です。）　　②掲載申込書を提出

※必ず写真を添付してください。また、写真は広報ながよに掲載することの承諾を受けてください。
※広報として適当でないと思われるものは掲載できません。また、すべての原稿を掲載できるわけではありません。何卒ご了解ください。

バーモンドカップ西彼予選連覇、
県大会出場!!

問

申

左記二次元コードから投稿
または、長与町公式LINEに

「広報ながよ投稿」と送信

申込用紙に写真を添えて、
メール、持参、郵送の
いずれかで申込み。
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SNSがきっかけの
「副業紹介サイト」でのトラブルにご注意！

　SNS は便利なコミュニケーションツールですが、消費者トラブルのきっかけとなることもあります。SNS 上
で「簡単にもうかる」「手続きも簡単」などと相手からの誘いをきっかけとした副業や情報商材購入などを巡
りトラブルが発生しています。

★困ったときは長与町役場相談窓口または長崎県消費生活センターへご相談ください。
　長崎県消費生活センター　☎824‒0999　長与町消費生活相談窓口　☎883‒1111

事　例 トラブルにあわないために

●SNS の副業紹介サイトで知り合っ
た相手にネットワークビジネスを紹
介され、「やり方にもよるが、月
100 万円以上稼いでいる人もいる」
と言われ、サポートプラン(70万円)
を勧誘された。しかし、お金がな
いと言うと遠隔操作アプリで消費
者金融からの借金を勧められ、手
持ちのお金と併せて全額を支払っ
た。プランに従って副業ビジネスを
するも、全く収入は得られず、ま
た相手からの契約書面などはなく、
解約にも応じてくれない。

●大幅な値引きや低価格、商品の効果を過剰にうたう
SNS上の広告は要注意です。特に「簡単にもうかる」「損
はしない」などのうまい話の投稿やメッセージは絶対
にうのみにしないようにしましょう。

●副業ビジネスを含め、SNS 運営事業者の利用規約で
は SNS がきっかけのトラブルが発生しても責任を負わ
ないとしているのがほとんどです。遠隔操作アプリで
の代金借り入れなど相手の顔が見えない取引は危険
そのものです。一度支払ったお金を取り戻すことは困
難です。

●相手から学生証、運転免許証、健康保険証などの身
分証明書の情報を送るよう求められても絶対に応じな
いようにしましょう。個人情報が流出すると消去は不
可能で他の犯罪に悪用される危険もあります。

消費者注意報

年金
だより 国民年金保険料の追納をおすすめします！

長崎北年金事務所　☎861-1354 　長崎南年金事務所　☎825-8701 　
健康保険課年金係　☎801-5821

問

　全額免除、一部免除、納付猶予、学生
納付特例を受けた期間があると、全額納
めた場合と比べ、将来受け取る年金額が
少なくなります。特に納付猶予や学生納
付特例の期間は年金の受給資格期間とし
て計算されますが、年金額には反映され
ません。
　そこで、10 年以内であれば追納制度に
より、これらの期間の保険料をさかのぼっ
て納めることができます。

・老齢基礎年金を受給している方は、申込みで
きません。
・一部免除を受けた期間で、残りの納付すべき
保険料を納付していない場合は、追納できま
せん。
・追納が可能な期間のうち、原則古い分から納
めていただきます。なお、過去３年度以前の
追納保険料には、当時の保険料額に加算額が
つきます。お早目の追納をおすすめします。

注意事項
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